
県民(けんみん)のみなさんと 事業者(じぎょうしゃ)のみなさんへ 
引(ひ)き続(つづ)き お願(ねが)いすること 

  
福岡県(ふくおかけん)は ３月(がつ)７日(にち)（日曜日(にちようび)）まで 県民(けんみん)の みな

さんには 用事(ようじ)がない時(とき)は 外(そと)に 出(で)ないように お願(ねが)いしています。 

飲食店(いんしょくてん)には お店(みせ)の 営業(えいぎょう)時間(じかん)を 短(みじか)くするように 

お願(ねが)いしています。 
今回(こんかい) 福岡県(ふくおかけん)の 全(すべ)ての 地域(ちいき)で そのお願(ねが)いを ３月

(がつ)２１日(にち)（日曜日(にちようび)）まで 延(の)ばすことを 決(き)めました。 これは 現在(げ
んざい)の コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)の 状況(じょうきょう)を 見(み)て 

再(ふたた)び コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)が 広(ひろ)がることに 気(き)を 

付(つ)ける 必要(ひつよう)が あるためです。 
県民(けんみん)のみなさん 事業者(じぎょうしゃ)のみなさんには 迷惑(めいわく)を かけますが 引

(ひ)き続(つづ)き 協力(きょうりょく)を お願(ねが)いします。 
 
【飲食店(いんしょくてん)のみなさん】 
飲食店(いんしょくてん)のみなさんには 次(つぎ)のことを お願(ねが)いします。 
・お店(みせ)を 開(あ)ける 時間(じかん)は 午前(ごぜん)５時(じ)から 午後(ごご)９時(じ)までの 

間(あいだ)に してください。 
・お酒(さけ)を 出(だ)すのは 午前(ごぜん)１１時(じ)からにしてください。 そして 客(きゃく)から

注文(ちゅうもん)を受(う)けるのは 午後(ごご)８時(じ)３０分(ふん)までに してください。 
業種(ぎょうしゅ)別(べつ)の ガイドライン(がいどらいん)の とおりに コロナウイルス(ころなうい

るす)の 病気(びょうき)が 広(ひろ)がらないように 工夫(くふう)してください。 そして 「感染(か
んせん)防止(ぼうし)宣言(せんげん)ステッカー(すてっかー)」を 分(わ)かる ところに 貼(は)って 来

(く)る 人(ひと)に 職場(しょくば)の 工夫(くふう)が 分(わ)かる ようにしてください。 
 

また 営業時間(えいぎょうじかん)を 短(みじか)くすることに 協力(きょうりょく)してくれた 飲

食店(いんしょくてん)のみなさんには １日(にち)あたり ４万円(まんえん)の 協力金(きょうりょくき

ん)を 支給(しきゅう)したいと 考(かんが)えています。 今回(こんかい) ４回目(かいめ)の 協力金

(きょうりょくきん)（３月(がつ)７日(にち)から３月(がつ)２１日(にち)）を 申請(しんせい)するときに 

前(まえ)に 実施(じっし)した ２回目(かいめ)の 協力金(きょうりょくきん)（２月(がつ)８日(にち)か
ら２月(がつ)２８日(にち)） ３回目(かいめ)の 協力金(きょうりょくきん)（３月(がつ)１日(にち)から

３月(がつ)７日(にち)）を まとめて 申請(しんせい)できるようにします。 
 
【県民(けんみん)のみなさん】 

時間帯(じかんたい)に 関係(かんけい)なく 必要(ひつよう)が なければ 外(そと)に 出(で)ないよ

うに してください。 特(とく)に 午後(ごご)９時(じ)より 遅(おそ)い 時間(じかん)には 外(そと)
に 出(で)ないように してください。 また 必要(ひつよう)がなければ 福岡県(ふくおかけん)の 



外(そと)やコロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)が 広(ひろ)がっている地域(ちいき)には 

行(い)かないでください。 
※外(そと)に 出(で)ても いいとき 
 ・食(た)べ物(もの)や 薬(くすり)など 生活(せいかつ)に 必要(ひつよう)な 物(もの)を 買(か)いに 

行(い)くとき 
 ・仕事(しごと)に 行(い)くとき 
 ・病院(びょういん)に 行(い)くとき 
 ・少(すこ)しの 運動(うんどう)や 散歩(さんぽ)を するとき 
コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)に ならないように 次(つぎ)の 取組(とりく)み
を 続(つづ)けてください。 
・マスク(ますく)を つける 
・手(て)を よく 洗(あら)う 
・人(ひと)と 人(ひと)が 近(ちか)づき すぎないようにする 
・「風(かぜ)が 通(とお)らない ところ」「たくさんの 人(ひと)が 集(あつ)まる ところ」「人(ひと)と 

近(ちか)くで 話(はな)すところ」には 行(い)かない。 
 
【事業者(じぎょうしゃ)のみなさん】 
事業者(じぎょうしゃ)の みなさんには 引(ひ)き続(つづ)き、次(つぎ)のことを お願(ねが)いします。 
 ・働(はたら)く人(ひと)に 家(いえ)で 仕事(しごと)を させる 
 ・働(はたら)く人(ひと)が 働(はたら)く 時間(じかん)を 変(か)える 
 ・働(はたら)く人(ひと)に 自転車(じてんしゃ)で 職場(しょくば)に 来(き)てもらう 
 
コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)を 再び(ふたたび) 広(ひろ)げないために 

緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)が 解除(かいじょ)された 後(あと)で 一番(いちばん) 
大切(たいせつ)なことは コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)を 再び(ふたたび) 広

(ひろ)げないようにすることです。 
このため 県民(けんみん)の みなさんには もう一度(いちど) 次(つぎ)の ことを お願(ねが)いし

ます。 
 【食事(しょくじ)や 会食(かいしょく)について】 
 ・いつも 一緒(いっしょ)にいる 人(ひと)と 少(すく)ない 人数(にんずう)でする。 
 ・短い(みじかい) 時間(じかん)で 終(お)わらせる。 
 ・大(おお)きな 声(こえ)を 出(だ)さない。 会話(かいわ)を するときは マスク(ますく)を つけ

る。 
  
【季節(きせつ)の イベント(いべんと)に ついて】 
・卒業(そつぎょう)旅行(りょこう)や 謝恩会(しゃおんかい) 歓迎会(かんげいかい) 送別会(そうべつ

かい)は しない。 
 ・食事(しょくじ)をしながら 花見(はなみ)を しない。 



 
福岡県(ふくおかけん)も 県(けん)の 公園(こうえん)での 桜(さくら)まつりを 中止(ちゅうし)します。 

市町村(しちょうそん)にも 同(おな)じことを お願(ねが)いする つもりです。 
 
最後(さいご)に 
 福岡県(ふくおかけん)は 今後(こんご)も 病院(びょういん)の ベッド(べっど)の 数(かず)を 増

(ふ)やしたり 病院(びょういん)の 準備(じゅんび)を 進(すす)めます。 そして 高齢(こうれい)の 

人(ひと)が 使(つか)う 施設(しせつ)などで コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)が 

広(ひろ)がらないように 対策(たいさく)を しっかり 行(おこな)います。  
新(あたら)しく コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)と 判断(はんだん)される 人(ひ
と)の 数(かず)や コロナウイルス(ころなういるす)の 変異株(へんいかぶ) の 状況(じょうきょう)
や 人(ひと)の 動(うご)きの 変化(へんか)を 気(き)を 付(つ)けて 見(み)ていきます。 
また コロナウイルス(ころなういるす)の ワクチン(わくちん)の 注射を ３月(がつ)５日(にち)（金曜

日(きんようび)）から 病院(びょういん)で 働(はたら)いている人(ひと)に 優先(ゆうせん)して 打

(う)ってもらいます。 
福岡県(ふくおかけん)は 市町村(しちょうそん)が コロナウイルス(ころなういるす)の ワクチン(わ

くちん)の 注射(ちゅうしゃ)を できるように 支援(しえん)します。 
これからも 県民(けんみん)のみなさん 事業者(じぎょうしゃ)のみなさんと 力(ちから)を 合(あ)わ
せて 社会(しゃかい)全体(ぜんたい)で コロナウイルス(ころなういるす)との 闘(たたか)いに 打(う)
ち勝(か)って いきたいと思(おも)います。 みなさんの 協力(きょうりょく)を お願(ねが)いします。 


